
（木彫：平取町立二風谷アイヌ文化博物館提供）
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びらとり に ぶ た に

アイヌにかかわる歴史上のできごと

16

７世紀以前  続縄文時代
658年  『日本書紀』に阿倍比羅夫「蝦夷」を討つとの記述
8～13世紀  擦文時代

1356年  『諏訪大明神絵詞』の中でアイヌのことに言及

1443年  安東盛季が蝦夷島に逃げ渡り、この後、多数の和
　　　　　　 人が移住
1457年  コシャマインの戦い

1593年  豊臣秀吉、蠣崎慶広（後に松前と改姓）に朱印状を

　　　　　　 与え、蝦夷島の支配権を公認

1669年  シャクシャインの戦い

1720年頃  場所請負制が一般化する

1783年  仙台藩医工藤平助『赤蝦夷風説考』で、ロシア人の

　　　　　　 南下による蝦夷地防衛の必要性を訴える

1789年  クナシリ・メナシの戦い

1799年  幕府は東蝦夷地を直轄地とし、1807年には西蝦

 　　　　　   夷地も直轄地とする。

1821年  幕府は蝦夷地を松前藩に戻す

1845年  松浦武四郎はこの年から６回にわたり蝦夷地を探

　　　　　　 検、虐げられたアイヌの生活を記録

1855年  日露和親（通好）条約締結（千島はエトロフ島とウルッ

　　　　　　 プ島との間を境界とし、樺太は雑居の地とする）

1855年  箱館の開港に伴い、幕府は木古内、乙部以北を再

 　　　　　　び直轄とし、諸藩に警備を命ずる

 【明治以降】

1869年（明2）      開拓使設置、蝦夷地を「北海道」と改める。

　　　　　　　　 場所請負人を廃止

1871年（明4）      戸籍法制定、アイヌを 「平民」 に編入。 アイ

　　　　　　　　 ヌの開墾者に家屋・農具を与え、独自の風習

　　　　　　　　 を禁じ、日本語を使用することを余儀なくさ

　　　　　　　　 れる。
1872年（明5）      開拓使、北海道土地売貸規則・地所規則制定

1875年（明8）      最初の屯田兵198戸が琴似（札幌市）に入地。

　　　　　　　　  樺太・千島交換条約により樺太から841人

　　　　　　　　  のアイヌを宗谷に、 翌年対雁（江別市）に強

　　　　　　　　  制移住

1876年（明9）      アイヌの仕掛け弓猟を禁止、代わりに猟銃を

　　　　　　　　  貸与

1877年（明10）    北海道地券発行条例制定（アイヌ住居地を官

 　　　　　　　　有地第三種に編入、一部に所有権付与）

1878年（明11）    開拓使、アイヌの呼称を「旧土人」と統一

1880年（明13）    平取村アイヌ子弟の学校設立

1883年（明16）    札幌県は十勝川上流の鮭漁を禁止

1886年（明19）    「北海道庁」設置。北海道土地払下規則制定

1888年（明21）    イギリス人宣教師ジョン・バチェラー、幌別

              　　　  村（登別市）にアイヌ児童教育施設 「愛隣学校」

              　　　  設立

1889年（明22）    アイヌの食料分として許されていた鹿猟を禁止

1894年（明27）    近文（旭川市）に、アイヌへの付与予定地を確

              　　　  保（以後、 第七師団設置に伴う移転命令や反

              　　　  対運動などが起きる）
1897年（明30）    北海道国有未開地処分法制定（150万坪を限

              　　　  度に開墾した土地は無償付与）

1899年（明32）    北海道旧土人保護法制定（1万5干坪以内の

              　　　  土地を無償付与、教育・共有財産などを規定）
1901年（明34）    旧土人児童教育規程公布（和人児童と区別す
              　　　  る簡易教育）

1902年（明35）　青森歩兵第五聯隊が八甲田山で遭難。

　　　　　　　    落部村（八雲町）からのアイヌ捜索隊が活躍
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1910年（明43）   白瀬中尉ら南極探検隊が開南丸で出港。樺太

　　　　　　　　  アイヌの山辺安之介らが加わる

1916年（大 5）     新冠村の80戸のアイヌが御料牧場の都合で

　　　　　　   　  強制移転

1922年（大11）   旧土人児童教育規程廃止

1931年（昭 6）     ｢全道アイヌ青年大会｣が札幌で開催

1934年（昭 9）     旭川市旧土人保護地処分法制定

1937年（昭12）   北海道旧土人保護法改正（付与地の譲渡規制

　　　　　　　　  緩和、住宅改良資金の補助制度等新設）

1946年（昭21）   「北海道アイヌ協会」設立

1961年（昭36）   「北海道アイヌ協会」の名称を「北海道ウタ

　　　　　　　　  リ協会」に改称

1988年（昭63）   ウタリ問題懇話会が北海道旧土人保護法の廃

　　　　　　　　 止と「アイヌ新法 （仮称）」制定の必要性を

　　　　　　　　  答申

　　　　　　　　 知事・道議会・ウタリ協会の三者が一致して

　　　　　　　　 国に要請

1994年（平 6）     アイヌ初の参議院議員萱野茂氏が当選

1996年（平8）     ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会が

　　　　　　　　 内閣官房長官に報告書を提出

1997年（平9）     「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関

　　　　　　　　 する知識の普及及び啓発に関する法律」制定

　　　　　　　　 北海道旧土人保護法、旭川市旧土人保護地処

　　　　　　　　 分法廃止

　　　　　　　　 (財)アイヌ文化振興・研究推進機構設立

2007年（平19）   「先住民族の権利に関する国際連合宣言」 国

　　　　　　　　 連総会で採択

2008年（平20）   「アイヌ民族を先住民族とすることを求める

　　　　　　　　 決議」衆参両院で採択

2009年（平21）   「北海道ウタリ協会」 の名称を「北海道アイ

　　　　　　　　 ヌ協会」に改称

　　　　　　　　 アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会が

　　　　　　　　 内閣官房長官に報告書を提出

2010年（平22）   「アイヌ政策推進会議」（第1回） が東京都で

　　　　　　　　 開催（1月）

2011年（平23）   「民族共生の象徴となる空間」の候補地とし

　　　　　　　　 て北海道白老町を選定

2013年（平25）   「アイヌ政策推進会議」（第5回） が北海道で

　　　　　　　　 初めて開催（9月）

2014年（平26）   国において、 「アイヌ文化の復興等を促進す

　　　　　　　　 るための『民族共生の象徴となる空間』の整

　　　　　　　　 備及び管理運営に関する基本方針」を閣議決

　　　　　　　　 定(6月)

2016年（平28）   「アイヌ政策推進会議」（第8回）で「民族共生

　　　　　　　　 の象徴となる空間」の名称を「民族共生象徴空

　　　　　　　　 間」と決定（5月）

2017年（平29）   国において、「アイヌ文化の復興等を促進す

　　　　　　　　 るための民族共生象徴空間の整備及び管理運

　　　　　　　　 営に関する基本方針」の一部変更を閣議決定

　　　　　　　　 し運営主体を指定 （6月）

2018年（平30）   (公財 ) アイヌ文化振興・研究推進機構が

　　　　　　　  (一財 ) アイヌ民族博物館と合併し、(公財)

　　　　　　　　　アイヌ民族文化財団に改称 (4月)

2019年（平31）   「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実

　　　　　　　　現するための施策の推進に関する法律」制定

2020年（令2）　　アイヌ文化を復興・発展するためのナショナ

　　　　　　　　ルセンターウポポイ(民族共生象徴空間)が白

　　　　　　　　老町に開業 (7月)
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社会を実現するための施策の推進に

法）の制定
アイヌ施策推進法制定に関する
経過
〈2007年（平成19年)〉

〈2008年（平成20年)〉

 9月 　国連総会において「先住民族の権利

　　　に関する国際連合宣言」を採択

6月 　衆参両院において「アイヌ民族を先

　　　住民族とすることを求める決議」を

　　　全会一致で採択

7月 　国において「アイヌ政策のあり方に関

　　　する有識者懇談会」（以下、「有識者懇

　　　談会」）を設置

7月 　政策推進会議からの報告を受け、「民族

　　　共生の象徴となる空間」基本構想を決定

〈2009年（平成21年)〉

 7月  有識者懇談会が報告書を取りまとめ

12月 　報告書を受け、国では「アイヌ政策推

　　　進会議」（以下、「政策推進会議」）を設置

〈2012年（平成24年)〉

6月 　国において、「アイヌ文化の復興等を促

　　　進するための「民族共生の象徴となる空

　　　間」の整備及び管理運営に関する基本方

　　　針」を閣議決定

〈2014年（平成26年)〉

4月 　「アイヌの人々の誇りが尊重される社会

　　　を実現するための施策の推進に関する

　　　法律」成立

5月 　同法施行

9月 　国において、「アイヌ施策の総合的か

　　　つ効果的な推進を図るための基本的

　　　な方針」を閣議決定

〈2019年（平成31年/令和元年)〉
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その他アイヌ施策の推進のために

必要な事項

3

北海道アイヌ政策推進方策の策定

　アイヌ施策の推進に当たっては、アイヌの人

たちの課題やニーズなど、実態等の把握に努め

るとともに、国や市町村等との連携の強化を図

ります。

　利利益の侵害を禁止しており、差別の解消に

　資するため、アイヌの歴史や文化の魅力につ

　いて道民の正しい理解を深めます。

(３)　国、地方公共団体及び指定

　 　 法人等との連携

　　アイヌ施策の目標を達成するためには、国

　及び地方公共団体において、それぞれの責務

　を果たすことが重要であり、本道におけるア

　イヌ施策の一層の推進を図るため、新たな交

　付金制度の十分な周知を図るとともに、市町

　村の取組を支援します。

　　法律上の特例措置である漁業法及び水産資

　源保護法による許可についての配慮に関し、

　儀式の保存又は継承等を事業の目的とする趣

　旨に鑑み、制度の円滑な運用に努めます。

　　指定法人は、業務を適切に実施することが

　求められており、アイヌ施策を推進するに当

　たり、国、地方公共団体及び指定法人による

　密接な連携を図ります。

　令和元年12月、アイヌの人たちや有識者で構成

される「新たなアイヌの人たちの総合的な推進方

策検討会議」を設置し、アイヌ施策推進法の趣旨

や、検討会議での意見等を踏まえ、令和3年3月に

「北海道アイヌ政策推進方策」を策定しました。
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「アイヌの人々の誇りが尊重される

関する法律」（略称：アイヌ施策推進
アイヌ施策推進法の制定

法の目的1

［アイヌ施策推進法の概要］

［道方針の概要］
アイヌ施策の目標1

アイヌ政策推進本部4

アイヌ施策を総合的かつ継続的に

実施するための支援措置

2

　アイヌ施策を総合的かつ継続的に実施するた

め、次のとおり定められています。

(１)　政府によるアイヌ施策の総合的かつ効果

　　　的な推進を図るための基本方針の策定

(２)　市町村による基本方針に基づくアイヌ施

　　　策推進地域計画の作成、同計画の内閣総

　　　理大臣の認定

(３)　認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に

　　　基づく事業に対する交付金の交付や規制

　　　緩和などの特例措置等

(１)　アイヌ施策の実施

北海道が実施すべきアイヌ施策に

関する方針

2

(２)　差別のない社会の実現に

　　　向けた道民理解の促進

都道府県方針の作成

民族共生象徴空間の管理に関する

措置

3

　平成31年4月、アイヌ民族を先住民族と位

置づけた初めての法律「アイヌの人々の誇りが

尊重される社会を実現するための施策の推進に

関する法律(アイヌ施策推進法)」が成立し、同

年5月に施行されました。

　この法律は、アイヌの人々が先住民族である

ことの認識を示すとともに、民族としての誇り

を持って生活することができ、その誇りが尊重

される社会の実現を目指すこと、市町村の取組

を支援する交付金や法律の特例措置等が定めら

れています。

　アイヌの人々が日本列島北部周辺、とりわけ

北海道の先住民族であるとの認識を示すととも

に、アイヌの人々が民族としての誇りを持って

生活することができ、その誇りが尊重される社

会の実現を図り、全ての国民が相互に人格と個

性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目

指すことを目的としています。

　国土交通大臣及び文部科学大臣が指定する法

人に対し、民族共生象徴空間を構成する施設の

管理を委託することとされています。

　アイヌ施策推進法の施行に伴い、北海道は法

第8条に基づき、「北海道におけるアイヌ施策

を推進するための方針」を令和元年10月に作

成しました。

　アイヌの人々が民族としての誇りを持って生

活することができ、及びその誇りが尊重される

社会の実現を図り、もって全ての道民が相互に

人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の

実現を図ることを目標としています。

　アイヌ施策を総合的かつ効果的に推進するた

め、内閣にアイヌ政策推進本部が設置されてい

ます。

　　これまで実施してきた生活向上や文化振興

　施策に加え、地域振興や産業振興、観光振興

　などを含めた総合的なアイヌ施策の推進に努

　めるとともに、新たな交付金を活用した市町

　村の施策が円滑に進むよう助言や協力を通じ

　て、本道におけるアイヌ政策の着実な推進に

　努めます。

　　法では、アイヌの人たちに対する差別や権
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　この国会決議は、我が国が近代化する過
程において、多数のアイヌの人々が、法的に
は等しく国民でありながらも差別され、貧窮
を余儀なくされたという歴史認識を示した上
で、政府に対し、平成19年９月に国際連合
総会において採択された「先住民族の権利
に関する国際連合宣言」を踏まえ、アイヌの
人々を日本列島北部周辺、とりわけ北海道
に先住し独自の言語、宗教や文化の独自性
を有する先住民族として認めること、高いレ
ベルで有識者の意見を聞きながら、これまで
のアイヌ政策をさらに推進し、総合的な施策
の確立に取り組むことを求めました。

２　アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会

　この会議では、これまで、「民族共生の象徴
となる空間」と「北海道外アイヌの生活実態
調査」を中心に、作業部会を設けるなどして
具体的な検討が進められてきました。
 「民族共生の象徴となる空間」については、
国立のアイヌ文化博物館（仮称）や民族共生
公園（仮称）の設置、2020年の一般公開、遺
骨等の集約は一般公開に先立ち、できる限
り早期に行うことなどを内容とする整備
及び管理運営に関する基本方針が平成26
年6月に閣議決定されました。
　なお、平成25年9月には、第5回アイヌ政
策推進会議が北海道で初めて開催されま
した。
　平成28年5月に開催された第8回アイヌ
政策推進会議では、「民族共生の象徴とな
る空間」及びその主要施設の名称が決定さ
れ、空間全体は「民族共生象徴空間」、主要
施設である博物館及び公園は、「国立アイ
ヌ民族博物館」、「国立民族共生公園」とさ
れました。
　また、この会議では、座長の菅官房長
官(当時)から、「現行施策の改善方策を含
めて幅広くアイヌ政策を検討していく中で、
法的措置の必要性についても総合的に検
討していく」との考えが表明されました。
　こうしたことから、国において、先住民族
政策を再構築する観点から、総合的なアイ
ヌ政策の検討を進め、地域説明会を開催す
るなど、アイヌの人々からの意見の聴取等を
行い、アイヌ施策推進法の制定や基本的な
方針の策定に至っています。

3　アイヌ政策推進会議

　政府は、報告書を受けて、平成21年8月に

総合的なアイヌ政策の企画・立案・推進を

行う「アイヌ総合政策室」を内閣官房に設

置し、平成22年１月からは、アイヌの人々の

意見等を踏まえつつ総合的かつ効果的なアイ

ヌ政策を推進するため「アイヌ政策推進会

議」を開催しています。

　これを受け、政府は、アイヌの人々が先住
民族であるとの認識の下に、国連宣言におけ
る関連条項を参照しつつ、これまでのアイヌ
政策をさらに推進し、総合的な施策の確立
に取り組む考えを示し、こうした施策の確立
に向けて総合的な検討を行うため、平成20
年７月、「アイヌ政策のあり方に関する有識
者懇談会」を設置しました。
　この報告書には、国の政策として近代化
を進めた結果、アイヌ文化に深刻な打撃を
与えたことから、国には、アイヌ文化の復興
に配慮すべき強い責任があることや、従来に
も増して、国が主体性を持って政策を立案
し遂行すべきであることなどの内容が盛り込
まれ、「おわりに」では、国の姿勢と覚悟を
法律のかたちで具体的に示すことがアイヌ政
策を確実に推進していく上で大きな意義を有
すると記述されています。

　北海道では、平成28年11月に「ウポ

ポイ官民応援ネットワーク」を設立し、

「ウポポイ(民族共生象徴空間)」への誘

客促進のPRなどに地元として官民一体

で取組を進めています。

先住民族や少数民族の人権と文化

世界のすう勢です

国際的な場で大きな役割を
果たすアイヌの人たち
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　先住民族や少数民族に対する差別をなく

し、その独自性と文化を守ろうという動きが

国際的に活発になっています。

　国連の中の人権委員会や国際労働機関

(ＩLＯ)などでは、このような理念に沿って国

際的な条約を検討し直すための議論が行われ

ており、これらの会議などにアイヌの人たちも

積極的に参加し、世界の先住民族や少数民

族の人たちと交流を深め、その中で大きな役

割を果たそうとしています。

　平成19年9月には、「先住民族の権利に関す

る国際連合宣言」が国連総会において採択さ

れました。この宣言の採択に当たっては、アイ

ヌの人たちも様々な働きかけを行っています。

国における新たなアイヌ政策の検討

　平成20年6月、衆参両院において「アイヌ民

族を先住民族とすることを求める決議」が全

会一致で採択されました。

ひ とく ち 解 説

先住民族の権利に関する国際
連合宣言とは

　この宣言は、宗教的伝統の実行の権利、

教育の権利、土地・資源に対する権利等、

政治・経済・文化その他の広範な分野に

わたって、先住民族及びその個人の権利

について規定しています。

　日本は、集団的権利等について国の解

釈を説明した上で賛成しています。

１　アイヌ民族を先住民族とすることを求め

る決議

［北海道アイヌ協会とは］
　アイヌ民族の尊厳を確立し、社会的
地位の向上と文化の保存･伝承及び発
展を図ることを目的として設立された、
北海道のアイヌの人たちの組織。
・昭和21年設立
　「（社）北海道アイヌ協会」
・昭和36年改称
　「（社）北海道ウタリ協会」
・平成21年改称
　「（社）北海道アイヌ協会」
・平成26年公益認定
　「（公社）北海道アイヌ協会」
　会員2,050人（R3.12.10現在）、
　50地区協会

1992年12月10日　　国連「世界の先住民の国際年」開幕式典に
おける北海道ウ タ リ 協会 野村理事長（当時）の記念演説
（写真提供　国際連合広報セ ンタ ー）
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